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こんなときは国民年金の　　
手続きを忘れずに
　国民年金は、日本国内に住所がある
20歳以上60歳未満の人すべてが加入す
る制度です。届け出を忘れると、将来
受け取る年金額が少なくなったり、受
け取れなくなったりする場合がありま
す。次のときは、忘れずに市へ届け出
をしてください。
●20歳になったとき「国民年金被保険
者資格取得届」　厚生年金保険に加入 
していない人が、20歳になったとき
※資格取得届は、20歳の誕生月に年金
事務所から送られてきます
●会社を退職したとき「国民年金被保
険者種別変更届」　60歳になる前に会
社を退職し、厚生年金保険の被保険者
でなくなったとき

●収入が増え､ 被扶養配偶者でなくなっ
たとき ｢国民年金被保険者種別変更届｣
　収入が増え、会社員や公務員などの
被扶養配偶者でなくなったとき（パー
ト収入が130万円以上になったとき）
●配偶者が退職したとき｢国民年金被保
険者種別変更届｣　配偶者が退職し､会 
社員や公務員などの被扶養配偶者でな
くなったとき（配偶者が65歳に達して第
2号被保険者でなくなったときを含む）
　なお、会社員や公務員などの被扶養
配偶者になるときは、その人の勤務先
で届け出を行ってください。
　詳しくは、船橋年金事務所国民年金
課 424-8811または市役所国保年金課 
国民年金班へ。　　　　（国保年金課）

県税は市役所などで　　　　
納められます
　自動車税や不動産取得税などの千葉
県税は市役所会計課窓口、支所・連絡
所でも納められます。自動車税の納期
限は５月31日㈫です。　　　（会計課）

軽自動車などをお持ちの人へ
　４月１日現在で原動機付自転車や軽
自動車などを所有している人に、軽自 
動車税納税通知書を５月10日㈫に発送 
します。納期限は５月31日㈫です。期
限内に納付してください。
　口座振替納付の人の納税通知書は、 
はがきでの送付となります。
■軽自動車税の減免　次の軽自動車な
どは減免の対象になります。
▶身体または精神に障害があり、歩行
が困難な人のために使用するもの
▶公益のため専用すると認められるもの
　減免を受ける場合は、納期限の７日

前までに申請してください。必要な書
類など、詳しくは市民税課へ。
※前年度に減免を受け､ 現況回答書を提
出し､ 異動などがないと確認できた場合
は、引き続き減免します。（市民税課）

創業支援資金　　　　　　　
利子補給金交付制度
　創業者の融資利息の負担を軽減するた 
め、日本政策金融公庫船橋支店が取り
扱う創業融資の利子に対して利子補給
を行います。詳しくは､ 市ホームペー 
ジをご覧になるか電話で商工課へ。
　▶対象者　市税などの滞納がなく､ 市 
内でこれから創業または創業後１年以 
内の中小企業者（法人の場合は市内に 
商業登録、個人の場合は住民登録が必 
要です）　▶利子補給率　年0.8パー 
セント　▶利子補給期間　約２年間　 
　　　　　　　　　　　　　（商工課）

経済センサス - 活動調査に　
ご回答をお願いします
　総務省と経済産業省は、６月１日を
基準日として ｢経済センサス-活動調査｣
を全国一斉に実施します。
　この統計調査は､ 商店､ 工場､ 営業所､ 
事務所､ 学校､ 旅館､ 病院､寺院などすべ 
ての事業所が対象となる大規模なもの
で、全産業分野の経済活動の状況を明
らかにすることを目的としています。
　５月中旬から､ ｢調査員証｣ を携行した
調査員が伺います。インターネットで
の回答または調査票への記入をお願い
します。　　（総合企画課統計調査班）

　　 子育て支援専門員　　
　　 （助産師）
　妊産婦・乳幼児の相談などの援助。
　▶資格　助産師の免許　▶身分　非
常勤職員　▶勤務　月曜～金曜日の内
４日間、午前９時～午後５時。６月１
日～ 29年３月31日。再任可　▶報酬　
月額18万7,600円　▶選考　面接（日程 
は後日連絡）　▶応募方法　５月２日 
㈪～16日㈪に、履歴書（写真貼付）と作 
文 ｢子育て支援専門員の応募にあたっ 
て｣（400字詰め原稿用紙２枚以内）を母
子保健課（〒276-0042ゆりのき台２-10
保健センター内 486-7250）へ持参ま
たは郵送。原稿、履歴書は非公開、返
却しません

２歳６か月児　　　
歯科健診（予約制）

　歯科医師による健診や相談、歯科衛
生士の歯みがき実習を行います。▶日
時　６月13日㈪、７月１日㈮・13日㈬
受け付けは午後1時～ 1時30分　▶場
所　保健センター　▶対象　25年12月
生まれ　▶申し込み　健診日の1週間
前までに電話で母子保健課へ

プレママ教室
　助産師による妊婦体操、妊婦さんの
食事と離乳食、お口の健康について。
　▶日時　６月16日㈭午後１時15分～４
時30分。15分前から受け付け　▶場所
保健センター　▶対象　初めて赤ちゃ
んを迎える人。なるべく妊娠７か月前
後を目安に受講を。２人目以降の場合
は要相談　▶持ち物　母子健康手帳、 
筆記用具、エプロン、フェイスタオル､
飲み物。ズボンなど動きやすい服装で
▶申し込み　電話で母子保健課へ

マタニティ広場
　地域子育て支援センターで妊婦さん 
や先輩ママとの交流会。先輩ママは赤
ちゃんも連れて来てくれます。出産準
備や分

ぶんべん
娩のことなど聞いて不安を解消 

しましょう。母子健康手帳と一緒に交
付した、すくすくセット内の教室案内
を参考に各地域子育て支援センターへ
電話で申し込んでください。
■６月の日程　９日㈭…トップス（米
本南保育園内）、14日㈫…すてっぷ21勝
田台、17日㈮…すてっぷ21大和田、21
日㈫…こあら（高津南保育園内）

１歳６か月児・３歳児健康診査
　お子さんの発育・発達や生活習慣、 
子育ての状況などを、かかりつけの医
師と確認する大切な機会ですので、ぜ
ひ健診を受けましょう。対象者には個
別に通知します。転入などで通知が届
かない場合には母子保健課へご連絡を｡

【１歳６か月児健康診査】▶対象　１歳 
６か月～２歳未満　※歯科健診は１歳

〒276-0042 ゆりのき台2-10
保健センター母子保健課　 486-7250
　　　　　　 健康づくり課　 483-4646

募集

市役所
〒276-8501 大和田新田312-5

483-1151（代表）

月～金曜日
19:00～翌８:30

土曜日
17:00～翌８:30

日曜日・祝日
年末年始
8:30～翌８:30
つながらないときは、市役所 483ー1151
か消防本部 459ー2441へ。当番医は、
市ホームページでも見られます

◆急病のときは、まず、
当番医で受診を

テレホン案内

482－6870
内科系（小児科）

482－6871
外科系・その他の科目

482－6872歯科
※小児科･その他の科目･歯科
は、日曜・祝日・年末年始
の8:30～17:00のみ

こども急病電話相談
お子さんの急病時、受診が必要か判断に迷う時など
に看護師や小児科医が相談に応じます。

※ダイヤル回線、I Ｐ電話、光回線からは
043-242-9939 へ

毎日19～22時局番なしの ＃8000

やちよ夜間小児急病センター

※23時以降は 450－6000へ
毎日18～23時 458－6090
東京女子医科大学八千代医療センター内

5
月
の
休
日
開
庁

●戸籍住民課の窓口（１階）
８日㈰午前８時30分～正午
※取り扱いできない業務もあります
　詳しくは市Ｈ

ホームページ
Ｐをご覧ください

●納税相談（３階）
８日㈰・29日㈰午前９時～
午後４時
●国民健康保険料の相談（１階）
29日㈰午前９時～午後４時

5
月
の
献
血

●１日㈰午前10時～11時45分・
午後１時～４時、フルルガーデ
ン八千代（八千代市献血推進協
議会主催）
●７日㈯午前10時～11時45分・
午後１時～４時、フルルガーデ
ン八千代（八千代市献血推進協
議会主催）

※年齢や健康状態によ
り、献血できない場合
があります。詳しくは、
千葉県赤十字血液セン
ター 457-0711へ。▲けんけつちゃん
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生活安全課
※予約制以外の各種相談は当日受け付け。
　８時30分から電話か直接窓口で
　申し込み（先着順）

市役所　 ４８３－１１５１（代表）
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※祝日はお休みです


